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１．計画の策定にあたって 

（１）計画策定の目的と背景 

８０５０問題や、介護と育児のダブルケア、ごみ屋敷など、地域住民

が抱える課題が複雑化・複合化する中、社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）が令和２年に改正され、属性を問わない包括的な支援体制を構

築するため、相談支援や参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的

に実施する重層的支援体制整備事業が創設されました。 

本市では、第４次善通寺市地域福祉計画における基本理念である、

誰もがその人らしく安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、属性

や世代を問わない包括的な相談支援体制の整備に取り組むこととして

います。 

重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、当該

事業の提供体制に関する事項を定める、善通寺市重層的支援体制整

備事業実施計画（令和８年度～１１年度）を策定します。 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０６条の５に基づき作成する市町村事業実

施計画です。 

また本計画は、第４次善通寺市地域福祉計画における「包括的な支

援体制の基盤強化と連携促進」に資する計画であることから、地域福

祉計画の附属計画として位置づけます。また、各分野別の福祉関連計

画との調和が保たれたものとし、善通寺市社会福祉協議会の地区地域

福祉活動計画とも連携を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

←重層的支援体制整備事業実施計画→ 
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（３）計画の期間 

本計画は、令和８年度から令和１１年度までの４年間としています。

なお、令和 12年度以降は次期善通寺市地域福祉計画と一体的に策定

する予定です。 
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２．重層的支援体制整備事業における実施事業、実施体制 

（１）実施事業の枠組み 

善通寺市における重層的支援体制整備事業の枠組みは以下の表の

とおりです。既存の事業や取組を最大限生かしつつ、複合化・複雑化し

た支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を推進します。 

 

事業の種類 主な分野 事業名 所管課 

包括的相談 

支援事業 

高齢者 地域包括支援センター運営 高齢者課 

障がい者 障害者相談支援事業 社会福祉課 

子ども 利用者支援事業 子ども課 

生活困窮 自立相談支援事業 社会福祉課 

地域づくり 

事業 

高齢者 地域介護予防活動支援事業 高齢者課 

高齢者 生活支援体制整備事業 高齢者課 

障がい者 地域活動支援センター事業 社会福祉課 

子ども 地域子育て支援拠点事業 子ども課 

生活困窮 
生活困窮者等のための 

地域づくり事業 
社会福祉課 

参加支援事業 障がい者 
精神障害者 

居場所づくり事業 
社会福祉課 

多機関協働 

事業等 

共通 多機関協働事業 

社会福祉課 共通 
アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 

共通 参加支援事業 
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（２）包括的相談支援事業 

相談者の属性に関わらず、包括的に相談を受け止める「受け止め、つ

ながる」相談窓口とし、保健福祉部を中心として、市民環境部、生活産

業部、教育委員会等、支援関係機関に連携担当職員を配置し、情報を

共有するための「情報連携シート」を活用して連携を図ります。 

複合化・複雑化した生活課題を抱えているなどで、単独の支援機関

では対応が困難な事案は、関係機関が連携してそれらの課題に対応で

きる相談支援体制を構築します。 

 

 内  容 

窓口体制 

従来の機能をベースとしつつも、複合的な課題を抱えた方の相

談の受け止めや、他の支援機関へのつなぎなど、市の体制・チー

ムとして、住民の様々な相談に連携して対応する 

連携担当職員 
庁内関係課との連携や、各種会議に参加する職員のコーディネ

ート等を行う 

情報連携 

シート 

相談者の情報を各支援機関が共有して連携するために作成す

るシート 
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（３）地域づくり事業 

地域資源の把握と活用に努め、世代や属性を超えて交流できる居場

所を整備して新たな参加の場を創出し、地域の活動の活性化を図りま

す。また、交流、参加、学びの機会を生み出すために、個別の活動や人

材をコーディネートします。 

実施事業 
主な対象

分野 
実施体制 

運営

形態 
所管課 

地域子育て支援拠点

事業 
子ども 

認定 NPO法人子育て

ネットくすくす、カナン

子育てプラザ２１、吉原

保育所、南部保育所 

委託 子ども課 

介護予防に関する 

ボランティア等の人材

を養成する事業 

高齢 善通寺市高齢者課 直営 高齢者課 

地域で高齢者等の 

社会交流や介護予防、

見守り等の活動を 

行う地域活動に対して

の支援 

高齢 善通寺市高齢者課 直営 高齢者課 

生活支援体制整備 

事業 
高齢 善通寺市高齢者課 直営 高齢者課 

地域活動支援センター

の基本事業 
障がい 

地域活動支援センター 

（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 

各３カ所） 

委託 社会福祉課 

生活困窮者支援等の

ための地域づくり事業 
生活困窮 

善通寺市 

社会福祉協議会 
委託 社会福祉課 
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（４）多機関協働事業等 

 ①多機関協働事業 

単独の支援機関では対応が困難な複合化・複雑化した支援ニーズを

有し、支援関係機関で役割分担を行うことが難しい事例について、支

援プランを作成し、支援が円滑に進むよう事例全体のコーディネートを

行います。コーディネートにあたっては、必要に応じて重層的支援会議

を開催し、支援関係機関との連携を図ります。 

※一部外部委託し、また重層的支援体制整備事業交付金を活用しま

す。 

 ②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

支援関係機関と連携し、長期にわたり人や社会と交流がなく、ひき

こもりの状態にあるなど、複合化・複雑化した課題を抱えながらも支援

が届いていない人を把握します。また、時間をかけた丁寧な働きかけ

により、本人と信頼関係に基づくつながりの形成を目指します。 

 ※外部委託し、重層的支援体制整備事業交付金を活用します。 
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 ③参加支援事業 

既存の社会生活に向けた事業では対応できない、制度の狭間にある

ようなニーズに対応するため、本人やその世帯の支援ニーズ、地域の

社会資源との間をコーディネートし、マッチングを行います。支援メニ

ューのマッチング後、本人の状態に合った支援が実施できているかフ

ォローアップを行い、多様な社会参加の実現を目指します。 

 ※外部委託し、重層的支援体制整備事業交付金を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

３．各種会議について 

（１）重層的支援会議・支援会議について 

 ○重層的支援会議とは 

社会福祉法第１０６条の４第２項第６号に基づき作成された支援プラ

ンの支援決定を行います。多機関協働事業において実施し、関係機関

間の連携やプランの適切さ、支援の終結、資源の把握や創出等につい

て検討するための会議です。（本人の同意が必要） 

 

 ○支援会議とは 

社会福祉法１０６条の６の規定に基づく会議であり、個人情報の共有

等の本人同意が得られない場合に、会議の構成員に対する守秘義務を

設け、構成員同士が安心して複雑化・複合化した課題を抱える相談者

に関する情報の共有等を行う会議です。 

 

 重層的支援会議 支援会議 

主催 多機関協働事業者 善通寺市社会福祉課 

目的 
重層的支援体制整備事業を 

適切かつ円滑に実施するため 

関係機関がそれぞれ把握しなが

らも、支援が届いていない個々の

事案の情報共有や必要な支援体

制検討の円滑化のため 

構成員

の役割 

・プランの適正性の協議 

・プラン終結時等の評価 

・社会資源の充足状況の把握と開

発に向けた検討 

・気になる事案の情報提供や情報

共有 

・見守りと支援方針の理解 

・緊急性がある事案への対応 



10 

 

（２）善通寺市の重層的支援体制会議について  

重層的支援体制整備事業を適切かつ円滑に実施するため、重層的

支援会議・支援会議を以下の体制で開催します。 

解決することが困難なケースについて、関連のある方を招集し、問

題点を把握し支援方針を決定するため、個別支援連携会議を開催しま

す。個別支援連携会議は、社会福祉法第１０６条の６第１項に基づく支

援会議または重層的支援会議として位置づけます。 

また、個別支援連携会議において課題となった事項の協議や、支援

内容の検証等を行う、支援者支援会議を開催します。 

加えて、随時各部署の代表者及び担当者等を招集し、分野横断体制

の推進を図るための庁内連携会議及び地域活動者・福祉医療専門職

等、各分野代表者で構成する全体会議でシステム全体の検討等を行い

ます。 
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個別支援連携会議 

支援者 

支援会議 

庁内 

連携会議 
全体会議 重層的 

支援会議 
支援会議 

主催 

多機関協働 

事業者 

善通寺市 

社会福祉課 

善通寺市 

社会福祉課 

善通寺市 

社会福祉課 

善通寺市 

社会福祉課 

社会福祉法第１０６条の６

第１項に基づく支援会議

または重層的支援会議と

して位置づける 

開催  

頻度 
個別事案発生の都度 月１回程度 随時 年２回程度 

構成

員 

個別事案に関係する 

部署の担当者等 

各部署担当者 

連携担当職員 

各部署 

代表者 

連携担当職員 

各分野 

代表者 

目的 

・個別ケースの問題点の

把握、情報共有 

・支援方針、役割分担お

よび支援プランの決定 

・個別会議で 

課題となった 

事項の協議 

・支援内容の 

検証 

・情報交換 

・分野横断体制の

推進 

・事業の進捗状況

の共有 

・課題等の協議 

・実施体制 

全体の検討 

・事業実績の

検討 

 

※支援者支援会議、庁内連携会議、全体会議の構成員は別紙のとおり

です。 
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４．その他 

（１）本事業実施体制のイメージ 

善通寺市が目指す包括的支援体制のイメージ図は、次頁のとおりで

す。 

地域生活課題の深刻度（複雑度・複合度）、社会的孤立度を「低・中・

高」に分け、それぞれを支援する規模によって 3層に分けています。

（第１層：善通寺市全体、第２層：小学校区の８地区：第３層：単位自治

会）この体制に対し、重層的支援体制整備事業において支援を届けて

いきます。 
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（２）本事業の実施にあたって 

重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、本実施計画によるほ

か、厚生労働省等が定める重層的支援体制整備事業にかかる各種要

綱等に基づき効果的に実施します。 

 

（３）本事業の実施目標や事業評価、見直しについて 

①実施目標について 

本事業の実施においては、相談者の状況に応じて柔軟な支援調整を

行うとともに、支援が必要な住民が孤立することなく、地域において

安心して生活を継続できる状態を目指します。 

あわせて、分野別に行われてきた既存の支援のつながりを強化し、

支援が途切れない体制づくりを進めていきます。 
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②事業評価、見直しについて 

本事業の実施状況については、年度末に関係部署において振り返り

を行います。その際、相談件数、支援につながった事例の状況、関係機

関との連携状況等を踏まえ事業の成果や課題を整理します。 

その結果を踏まえ、支援体制や事業内容の改善点を検討し、次年度

以降の事業運営に反映させます。 

 

（４）計画の策定過程 

年 月 内  容 

R６年 7月 

   10月 

R７年 １月 

     ３月 

      ５月 

     ９月 

    １２月 

R8年 ２月 

善通寺市重層的支援体制整備事業 

本格実施への移行準備にかかるプロジェクト会議において協議 

R７年１０月 
香川おもいやりネットワーク事業地域ネットワーク会議において 

周知 

R８年３月 善通寺市重層的支援体制整備事業実施計画策定 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善通寺市重層的支援体制整備事業実施計画 

令和８年３月 

 

善通寺市保健福祉部社会福祉課 

〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目１番１号 

TEL 0877-63-6339 FAX 0877-63-6355 

E-mail shakai@city.zentsuji.kagawa.jp 


